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一 

 



 

変
額
保
険
は
従
来
の
定
額
保
険
と
は
違
い
、
運
用
リ
ス
ク
を
直
接
契
約
者
が
負
う
ハ
イ
リ
ス
ク
商
品
だ
が
、
販
売
に
当
た
っ

て
リ
ス
ク
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
被
害
を
受
け
た
」
と
の
訴
え
が
多
数
な
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
東

京
、
横
浜
、
大
阪
他
で
、
銀
行
、
生
保
を
相
手
に
、
契
約
無
効
、
債
務
不
存
在
等
を
求
め
、
五
〇
〇
件
以
上
に
及
ぶ
裁
判
が
起

こ
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
四
件
の
自
殺
者
が
出
て
お
り
、
被
害
者
に
よ
る
大
規
模
な
抗
議
行
動
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
海
外
で
も

報
道
さ
れ
る
な
ど
、
変
額
保
険
問
題
は
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。 

銀
行
側
は
、
訴
訟
中
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
告
の
家
屋
な
ど
を
競
売
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
不
誠
実
な
対
応
を
と
っ
て

お
り
、
原
告
側
と
積
極
的
に
話
し
合
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
な
い
。
裁
判
は
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
原
告
の
多
く
が
高
齢 

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
初
め
の
バ
ブ
ル
経
済
の
時
期
に
、
銀
行
・
生
保
が
提
携
し
、
都
市
部
で
相
続
に
悩
む
高

齢
者
に
対
し
て
、
相
続
対
策
を
売
り
物
に
銀
行
ロ
ー
ン
付
一
時
払
い
終
身
型
変
額
保
険
を
販
売
し
た
。
契
約
時
の
説
明
は
、
土

地
所
有
者
が
死
亡
し
た
時
に
は
保
険
会
社
か
ら
支
払
わ
れ
る
保
険
金
で
銀
行
か
ら
の
借
金
を
返
済
し
、
残
り
で
相
続
税
が
支
払

え
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
実
際
の
生
保
の
運
用
は
銀
行
の
利
息
を
大
き
く
下
回
り
、
相
続
税
を
支
払
え
る
ど
こ
ろ
か
、
銀

行
か
ら
の
借
金
返
済
の
見
通
し
す
ら
立
た
な
い
事
例
が
頻
出
し
て
い
る
。 

変
額
保
険
被
害
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

で
あ
り
、
訴
訟
半
ば
で
他
界
す
る
例
も
多
い
。
数
千
万
円
か
ら
億
単
位
に
の
ぼ
る
銀
行
か
ら
の
借
入
金
は
、
日
が
た
つ
ご
と
に

利
息
が
膨
れ
あ
が
り
、
返
済
額
が
解
約
返
戻
金
や
死
亡
保
険
金
を
上
回
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
。 

こ
れ
ま
で
大
蔵
省
は
、
変
額
保
険
に
関
わ
っ
て
、
一
九
八
六
年
七
月
十
日
付
蔵
銀
第
一
九
三
三
号
通
達
「
変
額
保
険
募
集
上

の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
、
一
九
八
八
年
五
月
二
十
五
日
付
「
口
頭
指
導
」
、
一
九
九
一
年
九
月
二
十
日
付
「
口
頭
指
導
」
を
通

じ
て
業
界
を
指
導
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

問
題
の
早
期
解
決
が
必
要
で
あ
り
、
訴
訟
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
立
場
か
ら
質

問
す
る
。 

一 

大
蔵
省
の
指
導
・
通
達
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て 

1 

「
一
時
払
養
老
保
険
の
保
険
料
ロ
ー
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
財
テ
ク
を
勧
め
る
等
、
保
険
本
来
の
趣
旨
を
逸
脱
し
た

提
携
は
行
わ
な
い
」
こ
と
等
を
求
め
た
一
九
八
八
年
五
月
二
十
五
日
付
「
口
頭
指
導
」
に
つ
い
て 

(

1) 

同
「
口
頭
指
導
」
を
出
し
た
背
景
は
何
か
。
是
正
を
求
め
て
い
る
「
提
携
」
、
「
提
携
先
金
融
機
関
」
の
「
募
取 

 
 

 

法
違
反
」
、
「
利
殖
性
、
有
利
性
」
を
「
強
調
」
し
た
「
募
集
文
書
の
作
成
」
等
の
具
体
的
事
例
が
あ
っ
た
の
か
。 

そ
の
具
体
的
事
例
を
あ
わ
せ
て
示
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

2 

前
述
の
指
導
以
外
に
も
、
①
『
外
野
大
同
』
Ｎ
Ｏ
7
8
（
一
九
九
〇
年
五
月
）
に
よ
り
、
一
九
八
七
年
に
「
終
身
の
一

時
払
い
ロ
ー
ン
つ
き
」
保
険
の
販
売
に
関
わ
り
、
大
蔵
省
か
ら
某
生
命
保
険
会
社
に
立
ち
入
り
調
査
が
あ
っ
た
こ
と
、
②

一
九
八
七
年
六
月
十
六
日
付
「
読
売
」
に
よ
り
、
「
変
額
保
険
…
契
約
件
数
が
急
増
、
大
蔵
省
、
リ
ス
ク
説
明
を
指
導 

 
 

へ
」
「
大
蔵
省
は
、
変
額
保
険
は
…
元
本
割
れ
の
リ
ス
ク
も
伴
う
の
で
、
勧
誘
の
際
に
は
リ
ス
ク
も
十
分
説
明
す
る
よ 

 

う
、
金
融
機
関
を
指
導
す
る
方
針
」
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

(

1) 

①
、
②
の
立
ち
入
り
調
査
及
び
指
導
の
実
際
は
ど
う
か
。
実
施
日
、
そ
の
内
容
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
受
け
た
調

査
・
指
導
で
あ
る
の
か
、
及
び
調
査
・
指
導
の
結
果
、
問
題
は
是
正
さ
れ
た
の
か
、
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た 

 
 

い
。 

(

4) 

「
口
頭
指
導
」
は
、
誰
が
、
誰
あ
て
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
っ
た
の
か
（
電
話
、
個
別
面
談
等
）
。 

(
2) 

同
「
口
頭
指
導
」
の
②
の
い
う
「
募
取
法
違
反
」
と
は
、
同
法
何
条
の
違
反
な
の
か
。 

(
3) 

現
在
、
変
額
保
険
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
、
提
携
販
売
を
行
っ
た
と
し
て
訴
え
ら
れ
て
い
る
銀
行
と
保
険
会
社
に
、
特

定
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
。
大
蔵
省
は
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
提
携
が
広
く
行
わ
れ
た
事

実
を
承
知
し
て
い
る
か
。 

五 

 



 

米
国
に
お
い
て
は
、
変
額
保
険
は
一
九
七
六
年
に
本
格
的
に
販
売
が
開
始
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
七
〇
年
か
ら
一

九
七
五
年
ま
で
五
年
間
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
米
国
証
券
取
引
委
員
会
）
対
生
命
保
険
協
会
の
論
争
な
ど
、
変
額
保
険
は
生
命
保
険
な
の

か
証
券
な
の
か
と
の
変
額
保
険
の
証
券
性
を
め
ぐ
る
論
争
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
は
変
額
保
険
は
証
券
類
似
商
品
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
、
保
険
法
と
と
も
に
、
証
券
関
連
諸
法
の
規
制
も
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

二 

日
本
に
お
け
る
変
額
保
険
の
導
入
経
緯
に
関
わ
っ
て 

3 

日
本
に
お
い
て
変
額
保
険
に
証
券
取
引
法
等
の
証
券
規
制
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。 

1 

日
本
の
変
額
保
険
も
、
投
資
信
託
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
と
考
え
る
が
、
大
蔵
省
の
認
識
は
ど
う
か
。 

4 

変
額
保
険
に
は
定
額
保
険
と
異
な
る
自
己
責
任
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
自
己
責
任
の
具
体
的
内
容
は
何 

か
。 

2 

日
本
で
の
変
額
保
険
の
導
入
を
め
ぐ
る
検
討
の
過
程
の
中
で
、
前
記
の
よ
う
な
米
国
で
の
論
争
及
び
変
額
保
険
の
証
券

的
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
検
討
さ
れ
た
か
。 

(
2) 

大
蔵
省
と
し
て
、
先
に
指
摘
し
た
以
外
に
も
、
変
額
保
険
に
関
わ
り
、
関
係
各
社
に
対
し
て
指
導
等
を
行
っ
て
い

る
の
な
ら
ば
、
そ
の
全
て
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

三 

生
保
・
銀
行
間
の
提
携
に
つ
い
て 

3 

同
時
に
、
こ
の
銀
行
の
行
為
は
、
銀
行
の
業
務
を
定
め
、
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
た
銀
行
法
に
違
反
す
る
と 

2 

実
質
的
に
銀
行
の
誘
導
に
よ
っ
て
変
額
保
険
加
入
の
意
志
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
銀
行
の
行
為
は
、
無
資
格
者

に
よ
る
保
険
募
集
を
禁
じ
た
「
保
険
募
集
の
取
締
に
関
す
る
法
律
」
に
違
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
か
。 

1 
日
本
弁
護
士
連
合
会
消
費
者
問
題
対
策
委
員
会
『
変
額
保
険
・
不
動
産
共
同
投
資
事
件
と
融
資
者
責
任
資
料
集
』 

 
（
一
九
九
五
年
十
一
月
）
に
は
、
某
生
命
保
険
会
社
が
一
九
九
〇
年
七
月
三
十
一
日
に
作
成
し
た
「
『
生
保
節
税
』
の
お

す
す
め
―
変
額
保
険
を
活
用
し
た
相
続
税
対
策
プ
ラ
ン
（
ダ
ブ
ル
メ
リ
ッ
ト
方
式
）
」
な
る
文
書
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
な
か
で
、
生
命
保
険
会
社
と
銀
行
の
「
連
携
」
が
明
示
さ
れ
、
銀
行
が
「
土
地
を
担
保
と
し
て
、
資
産
家
に
生
命
保

険
の
一
時
払
保
険
料
相
当
額
を
貸
付
け
」
、
「
資
産
家
は
、
当
該
借
入
金
に
て
生
命
保
険
に
加
入
し
ま
す
。
保
険
は
、
変 

 

額
保
険
・
終
身
型
、
保
険
料
一
時
払
タ
イ
プ
と
し
ま
す
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

(

2) 

「
提
携
」
、
「
連
携
」
の
事
実
を
把
握
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
大
蔵
省
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
き
た
の
か
。 

(

1) 

こ
れ
は
、
一
九
八
八
年
の
「
口
頭
指
導
」
後
も
銀
行
と
生
命
保
険
会
社
の
「
提
携
」
、
「
連
携
」
が
行
わ
れ
て
い 

 
 

 

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
大
蔵
省
は
こ
の
事
実
を
把
握
し
て
い
た
か
。 

七 

 



 

 

八 

思
う
が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


